
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
四
号

平
成
十
八
年
三
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
電
気
用
品
安
全
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

二

四

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
電
気
用
品
安
全
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
）
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
行
為
を
「
製
造
」
と
し
て
い
る
事
実
は
な
い
。

一
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
上
、
「
古
物
商
等
が
本

法
施
行
以
前
に
製
造
さ
れ
た
電
気
用
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
時
」
に
、
「
「
製
造
事
業
者
」
の
届
出
等
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
法
第
四
条
の
届
出
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
届
出
に
係
る
型
式
の
区
分
の
電
気
用
品
（
法
第

二
条
第
一
項
の
電
気
用
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
八
条
に
規
定
す

る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
義
務
が
生
じ
る
。

一
の
�
）
に
つ
い
て

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
電
気
用
品
に
新
た
に
付
す
る
行
為
自
体
が
、
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
二
十
七
号
）
上
又
は
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
通
常
想
定
さ

れ
な
い
が
、
他
方
、
例
え
ば
、
登
録
商
標
が
付
さ
れ
た
商
品
に
つ
い
て
、
元
の
商
品
と
の
同
一
性
を
失
わ
せ
る
改
造
を
行
っ

一



た
上
で
、
当
該
登
録
商
標
を
付
し
た
ま
ま
販
売
す
る
場
合
に
は
、
商
標
法
上
又
は
不
正
競
争
防
止
法
上
の
問
題
が
生
じ
得
る

と
考
え
ら
れ
る
。

一
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
製
造
」
の
承
諾
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
登
録
商
標
が
付
さ

れ
た
商
品
に
つ
い
て
、
商
標
権
者
が
許
諾
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
の
商
品
と
の
同
一
性
を
失
わ
せ
る
改
造
を
行

っ
た
上
で
、
当
該
登
録
商
標
を
付
し
た
ま
ま
販
売
す
る
場
合
に
は
、
商
標
法
上
の
問
題
が
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
係
る
取
り
扱
い
を
古
物
商
等
に
強
制
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
新
た
に
付
す
る
行
為
自
体
が
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
上
、

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
上
又
は
商
標
法
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
通
常
想
定
さ
れ
ず
、

「
古
物
商
等
が
一
方
的
に
訴
訟
の
リ
ス
ク
を
強
い
ら
れ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
）
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
し
た
者
が
製
造
物
責
任
法
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項

の
製
造
業
者
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概

二



に
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に

は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
し
た
者
が
製
造
物
責
任
法
第
二
条
第
三

項
の
製
造
業
者
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
が
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
し
た
製
造
物
を
引
き
渡

し
た
時
点
が
時
効
の
起
算
点
と
な
る
。

一
の
�
）
に
つ
い
て

一
の
�
）
に
つ
い
て
並
び
に
一
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示

を
電
気
用
品
に
新
た
に
付
す
る
行
為
自
体
が
、
商
標
法
上
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
通
常
想
定
さ
れ
ず
、
ま
た
、
一

の
�
）
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
製
造
物
責
任
法
第
二
条
第
三
項
の
製
造
業
者
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ど
か
ら
、
「
古
物
商
等
に
対
し
て
訴
訟
リ
ス

ク
な
ど
一
方
的
に
不
利
益
を
強
い
る
も
の
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
）
に
つ
い
て

電
気
用
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
は
、
法
第
三
条
の
届
出
の
義
務
は
課
さ
れ
て
な
い
。

三



通
商
産
業
省
関
係
の
基
準
・
認
証
制
度
等
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以

下
「
整
理
合
理
化
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
時
に
お
け
る
国
会
審
議
に
お
い
て
、
整
理
合
理
化
法
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
用

品
取
締
法
の
規
定
に
よ
り
表
示
の
付
さ
れ
た
電
気
用
品
の
古
物
商
等
に
よ
る
販
売
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
と
は
承
知

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
整
理
合
理
化
法
の
制
定
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
た
産
業
構
造
審
議
会
基
準
認
証
部
会
に
お
い
て
も
、

現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
を
調
査
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
当
該
議
論
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
古
物
商
の
団
体
に
対
す
る

意
見
聴
取
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
同
部
会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
に
お
い
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施

し
た
。

二
の
�
）
に
つ
い
て

整
理
合
理
化
法
の
制
定
以
降
、
経
済
産
業
省
本
省
、
地
方
経
済
産
業
局
、
国
内
登
録
検
査
機
関
、
業
界
団
体
等
が
主
体
と

な
り
、
講
習
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
場
に
お
い
て
、
法
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
法
の
内
容
に
関
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
、
広
く
周
知
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
産
業
省
本
省
、
地
方
経
済

産
業
局
及
び
国
内
登
録
検
査
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、
法
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

四



二
の
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
電
気
用
品
を
本
法
の
経
過
措
置
終
了
後
に
引
き
続
き
販
売
す
る
方
法
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か

で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
届
出
事
業
者
が
法
第
八
条
第
二
項
の
義
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
り
周
知
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
）
の
�
に
つ
い
て

整
理
合
理
化
法
の
制
定
以
降
、
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
幅
広
く
周
知
を
行
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
警
察
庁
に
対
し
て
周
知

の
要
請
は
特
段
行
わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
）
の
�
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
か
ら
関
係
団
体
等
に
対
し
て
、
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
過
措
置
が
一
部

の
移
行
電
気
用
品
（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
電
気
用
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
こ
と
（
以
下
「
経
過
措
置
終
了
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
周
知
は
行
っ
て

い
な
い
。

五



ま
た
、
経
済
産
業
省
か
ら
農
林
水
産
省
に
対
し
て
経
過
措
置
終
了
に
つ
い
て
の
周
知
の
要
請
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
�
）
の
�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
か
ら
関
係
団
体
等
に
対
し
て
、
経
過
措
置
終
了
に
つ
い
て
の
周
知
は
行
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
経
済
産
業
省
か
ら
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
経
過
措
置
終
了
に
つ
い
て
の
周
知
の
要
請
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
�
）
に
つ
い
て

二
の
�
）に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
法
の
内
容
に
つ
い
て
の
周
知
を
行
っ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
引
き
続
き
、
よ
り
一
層
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
）
に
つ
い
て

財
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
協
議
及
び
決
定
は
行
っ
て
い
な
い
。

三
の
�
）
の
�
に
つ
い
て

一
般
に
、
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
事
実
又
は
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
百
四
条
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

法
人
税
に
つ
い
て
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
、
所
得
税
に
つ
い
て
は

六



所
得
税
法
施
行
令
第
百
四
条
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
具
体

の
事
例
に
即
し
て
、
法
令
に
照
ら
し
て
適
切
に
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三
の
�
）
の
�
に
つ
い
て

一
般
に
、
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
費
用
の
額
又
は
所
得
税

法
施
行
令
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
費
用
の
額
に
該
当
す
る
費
用
を
支
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
支
出
し
た
費

用
の
額
が
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
算
入
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し

て
、
法
令
に
照
ら
し
て
適
切
に
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三
の
�
）
に
つ
い
て

税
法
上
、
経
過
措
置
終
了
を
も
っ
て
移
行
電
気
用
品
に
つ
き
損
失
又
は
評
価
損
が
生
じ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
な

規
定
は
な
い
。

法
人
又
は
事
業
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
を
営
む
個
人
が
、
そ
の
有
す
る
資
産
の
除
却
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
除
却
に
よ

り
生
じ
た
損
失
の
額
は
、
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金

額
の
計
算
上
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

七



号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
そ
の
損
失
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上

必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
。

三
の
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
前
記
の
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
事
業
者
が
本
法
の
施
行
に
よ
っ
て
一
方
的
に
損
害
を
被
る
こ
と
に

な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
脱
税
な
ど
に
悪
用
さ
れ
る
恐
れ
」
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
く
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
美
術
品
・
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
類
と
し
て
の
商
品
価
値
が
逓
減
す
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例

に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
の
�
）
に
つ
い
て

法
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
承
認
は
、
我
が
国
に
お
け
る
電
気
用
品
に
よ
る
危
険
及
び
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
上

で
問
題
が
生
じ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
限
定
的
な
場
合
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

八



四
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て

法
は
、
電
気
用
品
に
よ
る
危
険
及
び
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
用
品
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
類
又
は
い
わ
ゆ
る
産
業

遺
産
で
あ
っ
て
も
、
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

五
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
経
過
措
置
終
了
に
伴
う
新
た
な
対
策
は
講
じ
て
い
な
い
。
な
お
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
廃
棄
物

の
不
法
投
棄
対
策
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
情
報
提
供
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
援
助
等
を
従
来
か
ら
行
っ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

六
の
�
）
及
び
�
）
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
現
在
、
国
民
に
対
し
、
法
の
運
用
に
係
る
考
え
方
等
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
と
も
、
よ
り
一
層
具
体
的
な
情
報
の
提
供
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
の
�
）
に
つ
い
て

九



経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
本
法
の
経
過
措
置
の
一
部
終
了
に
伴
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
監
視

す
る
体
制
を
構
築
す
る
」
と
の
決
定
を
し
た
事
実
は
な
い
。

七
の
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
個
人
が
、
当
該
個
人
の
用
に
供
す
る
た
め
に
購
入
し
た
製

品
を
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
等
の
理
由
で
他
人
に
販
売
す
る
場
合
な
ど
は
、
事
業
者
と
し
て
の
行
為
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。

一
〇


